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『

摩
訶
僧
祗
律
』

に

お

け
る

「

四

波
羅
夷
」

の

解
釈
法
に
つ

　
　
　

　
　

特
に

「

智
」

を

重
視
す
る
一

側
面
に

注
目
し
て

　

　
一

　

は

じ
め

に

　

尸

羅
と

は
、

小

乗
、

大

乗
を

問
わ

ず
、

仏
教

万
行
の

基

本
で

あ
り、

禅
那

、

般
若
を

得
る

正

因
で

あ
っ

て
、

す
な

わ

ち
戒

、

定
、

慧
と
い

う

三

学
に

示
さ

れ

る

仏

教
の

根
本
た
る

三
つ

の

柱
の
一

つ

で

あ
る

。

　

五

篇
七

聚
の

制
戒
の

中
で

、

最
も
重
罪
と

す
る

比

丘
の

「

四

波
羅
夷
」

（

婬
・

盗
・

殺
・

妄）

の

制
時
に

関
し

て

は
、

釈
尊
成
道
五

年
、

も

し

く
は

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　（
1）

六

年
で

あ
っ

た

こ

と
が

『

摩
訶
僧
祗
律
』

に

記
さ

れ

て

い

る
。

　

当
然
な
が

ら
、

欲
事
を
滅
し

、

罪
門

を

閉
ざ

す
た

め

の

禁

戒
で

あ
る

故
、

制

戒
の

契

機
と

動
機

、

そ
の

施
行
す
る

目

的
は

、

い

わ

ゆ
る

「

防

非
止

悪
」

に

よ

っ

て
、

清
浄
無

諍
た

る

僧

団
を

保
つ

こ

と
と

捉
え

て

間

違
い

な
い

。

　
「

四

波
羅
夷
」

の

解
釈
に
つ

い

て
、

上

座
部
系
諸
律
で

は
、

殆
ど

欲
事

行
為
の

み

に

お
い

て
、

そ
の

罪

聚
を

説
い

て

い

る
。

し

か

し
、

大
衆
部

律
と

し

て

の

『

摩
訶
僧

祗
律
』

は
、

そ
の

欲
事
行
為
は

勿

論
の

こ

と
、

さ

ら

に

そ
の

「

智
」

的
内
容
と

背
景
に

も

言
及
し
て

い

る
。

す
な

わ

ち

　

　
　
印
度
學
佛
教
學
研
究

第
六

十
四
巻
第
］

号
　
平
成
二

十
七

年
十
二

月

い

て

　

　
　
　

　
　
　

　
　

胡

　

　
　

明
（

法
音
）

「

四

波
羅
夷
」

は
、

「

諸
の

智
」

に

お
い

て

も
、

「

涅
槃
」

、

「

梵
行
」

に

お

い

て

も
「

退

没
堕

落
」

を
説
い

て

い

る

の

は
、

実
に

注
目

す
べ

き
一

側

面
で

あ
る

。

　

　
二

　
上
座

部
系
諸
律
に

お

け
る

「

四
波
羅
夷
」

罪
の

解
釈

　

ま

ず
上

座
部
系
諸
律
の

解
釈
を
一

暼
す
る

。

　
一

般
に

『

摩
訶
僧
祗
』

、

『

四

分
』

、

「

五

分
』

、

『

十

誦
』

は
、

漢
訳

律

典
の

四

大

広
律
と

称
せ

ら
れ

て

い

る
。

周
知
の

如
く

、

『

摩

訶
僧
祗
律
』

は

大

衆
部
の

律
典
と

し
て

成
立
し

た

も

の

で

あ
る

。

そ
し
て

『

四

分
』

、

『

五

分
』

、

「

十
誦
』

等
の

諸
律
は
、

上

座
部
系
の

律
と

し
て

認
め
ら

れ

て

い

る
。

小

論
で

は
、

さ

ら

に

上

座

部
律
に

属
す
る

『

根
本
説
一

切
有

部

　

　
　
　

　
　
　

　
　（
2

）

律
』

と

「

善
見

律
毘
婆
沙
』

に

示
さ
れ

た

「

四

波
羅

夷
」

罪
の

解
釈
を

援
用

し

な
が
ら

、

『

摩
訶
僧
祗
律
』

の

解
釈
と

比

較
し
て

み

た
い

。

　

ま

ず
、

『

四

分
律
』

巻
一

で

は
、

次
の

よ

う
に

記
し
て

い

る
。

　
云

何
名
波
羅
夷、

譬
如
断
人

頭
不
可
復
起

。

比
丘

亦
復
如
是

、

犯
此
法
者
不

復

　
成
比
丘
、

故
名
波
羅
夷

。

何
者
不

共
住、

有
二

共
住

、

同
一

羯
磨

、

同
一

説
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『

摩
訶
僧
祗

律
』

に
お

け
る

戒
。

不
得
於
是
二

事
中
住、

　
　
「

四
波

羅
夷
」

　
　
　

ハ
ヨね

故
名
不
共
住

。

の

解
釈
法
に

つ

い

て

（

胡）

　
『

四

分
律
』

で

は
、

「

断
頭
」

、

「

不

共
住
」

を
以

て
、

四

波
羅
夷
の

罪

聚
を

説
く
。

つ

ま

り
、

こ

の

重

罪
を
犯

し

た

者
は

、

比

丘

の

資
格
を

失

い
、

僧
団

か

ら

追

放
さ

れ

る

と

説
い

て

い

る
。

し

か

も
か

な
り
簡

潔
な

表
現
で

あ
る

。

　

ま
た

『

弥

沙
塞

部
和
醯
五

分

律
』

巻
一

で

は
、

以

下
の

通

り
、

初
め

て

波

羅
夷
罪
を

犯
し

た

須

提
那
（
ω

＆
ぎ

鬘）

に

対
し

て
、

仏
は

、

厳
し

く
咎
め

る

こ

と

を

記

し
て

い

る
。

　
仏

言、

汝
（

須
提
那）

愚

痴
人、

所
作
不
善

。

非
清
浄
行、

非
沙
門
法、

不

随

　
順

道
。

（
中
略
）

汝
初
開
漏

門、

為
此

大

悪
。

波
旬
常
伺

諸
比

丘
短

、

汝
今
為

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　

」

　

開
魔
徑
路

、

摧
折
法
幢、

建
立

魔
鷹

。

（

中
略）

得
波
羅
夷、

不
共
住

。

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

（

5）

　
『

四

分
律
』

に

も
、

こ

う
し
た

記
述
と

類
似
の

内
容
が

見
ら

れ
る

。

ま

た
、

『

十
誦
律
』

巻
一

で

は
、

下
記
の

如
く
述
べ

て
い

る
。

　

波
羅
夷
者

、

名
堕
不
如

、

是
罪
極
悪
深
重

。

作
是
罪
者、

即

堕
不

如
、

不
名
比

　
丘

、

非
比

丘、

非
釈
子

、

失
比

丘
法

。

不
共
住
者

、

不
得
共

作
比
丘

法
。

所
謂

　

白
羯
磨

、

白
二

羯
磨、

白
四

羯
磨、

布
薩

、

自
恣

。

不
得
入

十
四
人

数、

是

名

　
　
　
　

　

　
　ソ

　

波
羅
夷
不
共
住

。

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
（
7）

　
つ

ま
り

、

波
羅
夷
罪
は

、

「

堕

不
如
」

と

名
づ

け
、

い

わ

ゆ
る

比

丘
の

法
か

ら

堕
落
し

、

二

度
と

比
丘

に

な

り
え
な
い

重

罪
で

あ

る
。

加
え
て

比
丘

衆
と

共
に

住
ま
わ

せ

な
い
、

と

り
わ

け

僧
団
で

の

羯
磨

、

布
薩
な

ど

の

行
法
も
許
さ

な
い

、

と

さ

れ
、

懺
悔
す
る

余
地
が

無
く

な
っ

た

こ

と
を
示
し

て
い

る
。

　
『

根

本
説
一

切
有

部
毘

奈
耶
』

巻
一

で

は
、

根
本

説
一

切
有

部
律
は

「

波
羅
夷
」

を

「

波
羅
市
迦
」

（

冨

邑【
冨
）

と
訳
し
て

い

る
。

波
羅
市
迦
者

、

是
極
重

罪、

極
可
厭
悪

。

纔
犯
時

、

即

非
沙
門

、

非
釈
迦

子、

失
芯
芻
性

、

是

可
嫌
棄

、

不
可

愛
楽。

若
芯
芻
亦

　
　
　

乖
涅
槃
性

。

堕
落
崩
倒

、

被

　
他
所
勝、

不

可
救
済

。

（

中

略）

若
法
若
食

、

不
共
受
用

。

是
応
撰
棄

。

由
此

　
　
　
　

　
ハ
おら

　
名
為
不
応
共
住

。

こ

の

よ

う
に

、

そ
の

罪
は

重
大
で

あ

り
、

す
べ

て

の

「

救
済
」

と

「

再

生
」

が

不

可

能
で

、

よ
っ

て

僧
団
と

の

共
同
生
活
も

出
来
な

く
な
る

の

で

あ
る

。

こ

れ

に

つ

い

て

は
、

『

根
本
薩
婆
多
部
律
摂
』

巻
第
二

も
、

近

　
　
　
　

　
　
（

9）

似
の

記
述
が

あ
る

。

　

な
お

、

『

善
見

律
毘
婆
沙
』

巻
七

で

は
、

下
記
の

よ

う
に

、

「

四

波
羅

夷
」

の

罪
聚
を

解
説
し

て
い

る
。

　

波
羅
夷
者、

退
堕

不
如

。

此

是
比

丘

罪、

如
律
本
所
説

。

（
中

略）

我
説
波
羅

　

夷、

汝
当
一

心
聴

。

堕
落
是
不
如

、

違
背
正

法
故

。

不
同
一

住
処

、

是
名
波
羅

　

夷
。

（
中
略）

於
一

衆
僧
事

 

不
得
同

入
。

駆
出
在
外

ド
陛
陪

唖
ハ

住
。

是
故

　

律
本
説、

不
共
布
薩
及
諸

羯
磨

、

是
比

丘

波
羅
夷
罪

、

不
応

共
住

。

こ

こ

で

も
、

同

じ

く
四

波
羅

夷
罪
の

う
ち

「

退
堕

不
如
」

と

「

不
応

共

住
」

の

二

点
に

絞
っ

て

論
を

展
開
し

て
い

る

こ

と
が
わ

か
る

。

　

以
上
の

よ

う
に

、

上

座
部

系
諸
律
に

お

け
る

「

四

波
羅

夷
」

罪

に
つ

い

て
の

解
釈
は
、

言
葉
で

の

表
現
は

や

や

違
っ

て

も
、

み

な
欲
事
の

み

に

お
い

て
、

そ

の

罪
の

重
大
さ

と
、

犯
し

た

者
へ

の

断
罪

、

処
罰
に

つ

一 170　一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



The Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoclatlon 　of 　工ndlan 　and 　Buddhlst 二　St二udles

い

て

解
釈
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

　
し

か

し
、

大
衆

部
に

属
す
る

『

摩

訶
僧
祗
律
』

の

解
釈

法
は

、

上

述

し
た

諸
律
と

比

較
す
る

と
、

か

な
り
独
特
な
も
の

が

あ

る
。

引
き
続
き

、

こ

れ
を

考
察
す

る
。

　
　
三
　
『

摩
訶
僧

祗
律
』

に

お

け
る

「

四

波
羅
夷
」

罪
の

解
釈

　
一

般
に

『

摩
訶
僧

祗
律
』

は
、

大

衆
部
の

窟
外
結
集
に

よ

り
成
立
し

た

毘

尼
蔵
と

伝
え
ら

れ

て

い

る
。

従
来
も

、

上

座
部
系
諸
律
と

比

較
し

て

大
い

に

趣
を

異
に

し

て

い

る

と

認
め

ら
れ
て

い

る
。

小

論
で

は
、

あ

く
ま

で

も
「

四

波

羅
夷
」

の

解
釈
に

限
定
し
て

、

そ
の

相
異
点
に
つ

い

て

論
じ

て

み

た
い

。

　
『

摩
訶
僧

祗
律
』

巻
二

で

は
、

次
の

よ

う
に

述
べ

て

い

る
。

　
波
羅
夷
者、

謂
於
法
智
退
没
堕
落

、

無
道
果

分、

是
名
波
羅

夷
。

如
是
未
知
等

　
智、

他
心
智

、

苦
習
尽
道
智、

尽
智、

無
生
智、

於
彼
諸
智

退
没
堕
落、

無
道

　
果
分

、

是
名
波
羅
夷

。

又
復
波
羅
夷
者

、

於
涅
槃
退
没

、

無

証
果
分

、

是
名
波

　
羅
夷

。

又

復
波
羅
夷
者

、

於
梵
行
退
没
堕
落、

無

道
果
分、

是
名
波
羅
夷

。

又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け　

　
復
波
羅
夷
者

、

所
可
犯
罪
不
可

発
露
悔
過

、

故
名
波
羅
夷

。

こ

こ

に

お

け
る

『

摩
訶
僧
祗
律
』

の

「

四

波
羅
夷
」

に

対
す
る

解
釈
は

、

上

述
し
た
上
座

部
系
諸

律
の

解
釈
と

異
な
っ

て

い

る
。

そ

れ

は
、

波
羅

夷
罪
に

対
し
て

単
に

欲

事
行

為
に

対
す
る

断

罪
、

処
罰
す
る
こ

と
だ

け

で

は

な

く
、

「

道
果
分
」

と

「

証

果
分
」

の

見
地
か

ら
、

と

り
わ

け
解
脱

道
を

得
る

為
の

「

法
智
」

、

「

他
心
智
」

、

「

苦
習
尽
道
智
」

、

「

尽
智
」

、

「

無

　
　
　
『

摩
訶
僧
祗
律
』

に
お

け
る

「

四

波
羅
夷
」

の

解
釈
法
に
つ

い

て

（
胡）

生

智
」

等
の

諸
智
が

悉
く

退
没
堕
落
し

て

し

ま
う
と

指
摘
し

て

い

る

点
、

ま
た

犯
戒
に
よ

り
「

涅
槃
」

の

退
没

、

「

梵
行
」

の

退
没
堕

落
を

も
招
く

こ

と

を

指
摘
し

て

い

る

点
に

見
ら

れ
る

。

な

お
、

「

断
首
」

、

「

撰
棄
」

な

ど

の

表
現
は

見
当
た

ら
な
い

。

　
し

か

し

な
が

ら
、

同

所

は
、

「

智
慧
」

、

「

涅
槃
」

、

「

梵
行
」

を

得
る

為

の
、

持
戒
と
い

う
プ

ラ

ス

面
を
も
暗
示
し

て
い

る

よ

う
に

読
み

と
れ

る
。

他
律
と

比

較
し

て
、

智
的

背
景
に

お
い

て

か

な
り
異
色
な

「

四

波
羅
夷
」

の

解
釈
法
で

あ
る

と

考
え
ざ
る

を

得
な
い

。

　
さ

ら

に
、

『

摩
訶
僧
祗
律
』

に

お

け
る

「

四

波
羅
夷
」

罪
の

犯
縁
者
に

つ

い

て

も
、

制
戒
の

年
時
と

場
所
等
に

し

て

も
、

『

四

分
』

、

『

十
誦
』

な

ど

の

上
座
部
系
諸

律
と

の

相
異
が

多
く
見
ら

れ

る
。

例

え
ば

、

第
一

波

羅
夷
婬
戒
犯
縁
を

諸

律
で

は

み

な
「

須
提
那
」

と

す
る

が
、

『

摩
訶
僧
祗

律
』

に

は

「

耶
舎
」

（
く

詠
四
）

と

し

て

い

る
。

ま
た

、

「

四

波

羅
夷
」

の

制
戒
年
時
に
つ

い

て

は
、

冒
頭
に

も
論
及

し

た
よ

う
に

婬
戒
は

「

成
仏

五

年
冬
」

、

盗
、

殺
、

妄
の

三

戒
は

み

な
「

成
仏
六

年
冬
」

と

克
明
に

記

し
て

い

る
。

し

か
し

、

他

律
で

は
、

初
め

て

犯
戒
し

た

年
時
は

、

お

お

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
（

12
）

よ

そ

成
仏
十
二

年
後
と
し

て

い

る
。

し

た

が
っ

て
、

制
戒
の

場

所
に
つ

い

て

も
、

他
律
と

の

差
異
が

存
す
る

。

こ

れ
ら
に

つ

い

て

は
、

平
川

彰

　
　
　
　
　
　
　
（

13）

氏
の

先
行
研
究
が

あ
る

。

　
さ
て

、

こ

う
し

た

相
異

点
が

何
故
生
じ

た
か
と

い

う
と

、

二

つ

の

要

因
が

あ
る

と

考
え

ら

れ
る

。

一

つ

は
、

『

摩
訶
僧
祗
律
』

の

成
立

年
代
は

、

恐
ら

く
他
律
よ

り
遅

れ

て

い

る

点
に

あ

る

で

あ
ろ

う
。

も

う
一

つ

は
、
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『

摩
訶
僧
祗
律
』

に

お
け
る

「

四

波
羅
夷
」

の

解
釈
法
に
つ

い

て

（
胡
）

律
儀

伝
承
の

正

確
さ

が

上

座
部
系
諸
派
と

の

対

抗
意
識
を

有
し

た

か

ら

で

あ
ろ

う
。

と

い

う
の

は
、

「

智
」

的

背
景
の

論
は

、

阿
毘
曇
思
想
と
の

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　（
14）

関
連

性
が

あ
る

と

思

わ

れ

る

か

ら

で

あ
る

。

ま
た

犯
縁
者
を

す
り
か

え

る

こ

と

も
、

あ

ま

り
に

も
詳
細

に

わ

た

り
す
ぎ

た

制
戒

年
時
・

場
所
を

設

定
し

た
こ

と

も
、

大
衆
部
主
に

、

自
ら
の

正

統
た

る

位

置
を

樹
立
せ

ん

と

い

う
意
図
が

あ
る

の

で

は

な

い

か

と

感
じ

取
れ

る
。

つ

ま
り

、

あ

ま

り
に

も
詳
細
で

あ
る

が

故
に

、

逆
に

そ
の

記

述
の

正

確
さ

が

疑
わ

し

く
な

る
。

如
何
に

も

大
胆
に

編

纂
さ

れ

た
、

し

か

も
故
意
と

も

受
け
取

れ
る

挿
入
内
容
が

多
い

の

で

は

な

か
ろ

う
か
と

想
像
さ

れ
る

。

四

　
結
び

　

上

述

の

よ

う
に

、

小

論
で

は
、

上

座

部
系
諸

律
を

参
照
し

な
が

ら
、

『

摩
訶
僧
祗
律
』

に
お
い

て
、

異
色
の

内
容
を
示
す
「

四
波
羅
夷
」

の

解

釈

法
を

論
じ
て

来
た

。

特
に

「

智
」

を
重

視
す
る
一

側

面
に

目
を

凝
ら

し

て

み
れ

ば
、

本
来

、

単
な

る

「

禁
止

的
」

と
い

う
「

犯
戒
」

に

含
ま

れ

て

い

る

消
極
的
な

意

義
か

ら

や

や

逸
脱
し

て
、

よ

り
積
極
的
な

「

持

戒
」

の

方
向
を
も
持
た

せ

よ

う
と

い

う
主
張
を

、

暗

示
し

て

い

る

可

能

性
を

論
考
し

た
。

換

言
す
れ
ば

、

『

摩
訶
僧
祗
律
』

は
、

従
来

、

上

座
部

系
諸
律
に

あ
ら
わ

れ

た

欲

事
の

み

と

い

う

解
釈
法
か

ら
、

さ

ら

に

欲
事

内

容
の

紙
背
に

智
的
背
景
が

に

じ

み

で

る

と
い

う
新
た

な
戒
思
想
を
芽

生
え
さ
せ

た

の

で

は

な
い

か
と
い

う
点
を

、

「

四

波
羅
夷
」

の

解
釈
法
か

ら

垣
間
見
る
こ

と

が

出
来
る

。

　

と

も

あ
れ

、

元
来
小
乗
戒
た

る

「

防

非
止
悪
」

と

い

う
禁
制
的

、

自

利
的
な
戒
相
（
身、

口

の

二

業
、

外
部
的
行
為）

に

対
し

て
、

よ

り
一

層
大

乗

戒
た

る

性

格
が

強
い

「

意
業

、

内

部

的
行

為
」

の

側

面
を

直
視
し

、

と

り
わ

け
積

極
的

、

利
他
的
で

あ
る

と
こ

ろ
の

作
善
と
い

う
道

徳
修
養

へ

の

展
開
に

向
か

う
き
っ

か
け
と
な
っ

た
の

が
、

こ

の

『

摩
訶
僧
祗
律
』

に

お
け
る

「

四

波
羅
夷
」

の

解
釈
法
で

あ
る

と
思
わ

れ

る
。

1
　
『

摩
訶
僧
祗
律
』

巻
第
二

（
大
正
二

十
二

・

二

三
八

頁
上）

に

は、

「

世

尊

　
於
毘
舎
離
城、

成

仏
五

年
冬
分

第
五

半
月
十
二

日
。

中
食
後、

東
向
坐

、

一

　
人
半
影、

為
長
老
耶

舎
迦

蘭
陀

子
制
此
戒

。

」

と

あ
る

。

又
、

巻
四
（

二

五
二

　
頁
中）

に

は、

「

世

尊
於
王

舎
城、

成
仏
六

年
冬
分
第
二

半
月
十
日

。

東
向

　
坐

、

食
後
両
人

半
影

為
瓦

師
子
長
老
達
膩
伽

、

因
瓶
沙
王

及
糞
掃
衣
比
丘

、

　
制
此

戒
。

」

と

あ

り、

同
巻
四

（

二

五

七

頁
下
）

に

は、

「

世
尊
於
毘

舎
離

　
城

、

成
仏
六
年
冬
分
第
三

半
月
九

日
、

食
前

、

北
向
坐
一

人

半
影

、

為
衆
多

　
看
病
比
丘

、

因
鹿

杖
外
道

、

制
此

戒
。

」

と

あ
り

、

ま
た、

同
巻
四
（
二

六
二

　
頁
上
）

に

は
、

「

世
尊
於
舎

衛
城、

成
仏
六
年
冬
分
第
四
半
月
十
三

日
。

食

後
、

東
向
坐

、

三

人
半
影

、

為
聚
落

中
衆
多
比

丘
、

制
此

戒
。

」

と

あ
り

、

　
「

婬
・

盗
・

殺
・

妄
」

と
い

う
四

波
羅
夷
の

戒
を
順
次
に

制
定
し

た
。

又
、

　
『

摩
訶
僧
祗
律
大
比

丘
戒
本
』

（

大
正
二

十
二

・

五
四

九

頁
下
）

に
も

、

同
様

　
の

内
容
を

記
述
し
て

い

る
。

2
　
『

善
見
律
毘

婆
沙
』

は
、

パ

ー

リ

律
蔵
の

注
釈
書
で

あ
る

『

サ
マ

ン

タ
・

　
パ

ー

サ
ー

デ

ィ

カ

i」
（
QD
帥

臼
o

鼻
曽
−

冒

器
倒

臼

惹）

に
近

似
し

て

い

る

と
さ

れ

　
て

い

る
。

3
　
大
正
二

十
二

・

五

七
一

頁
下
を

参
照

。

4
　
大
正
二

十
二

⊥
二

頁
中
下
を
参
照

。
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5

大
正
二

十
二

・

五

七
〇

頁
中
下
に

は
、

「

爾
時
世
尊
以

無
数
方
便
呵
責
言

、

　
汝
所
為
非

、

非
威
儀

、

非
沙
門
法、

非
浄
行

、

非
随
順
行、

所
不
応
為

。

汝

　
須
提
那

、

云

何
於
此

清
浄
法
中
行
乃

至

愛
尽
涅
槃

、

与
故
二

行
不
浄
耶。
」

　
と

あ
る

。

6
　
大
正
二

十
三
・

二

頁
下
を

参
照

。

7
　
「

堕

不
如
」

と
い

う
解
釈
に

つ

い

て
、

『

薩
婆
多
毘
尼
毘

婆
沙
』

巻
二

（

大

　
正
二

十
三
・

五
一

五

頁
中
下
）

に

も
「

如
怨
家
以
刀

割
人、

命
根
不

断
、

雖

　
云

得
勝

、

非
是
永
勝

。

若
断
命
根

、

名
決
定
勝

。

犯
四

篇
戒

、

如
命
根
不

　
断

、

犯
此

四

重
、

如
命
根
断

、

名
堕
不
如

。

（

中
略
）

復
次
如

弊
壊
垢
汚
衣

　
服

、

人
所

棄
捨

。

若
犯

此

戒、

仏
法

所
棄

。

不
得
与
衆
説
戒、

羯
磨、

布

　
薩

、

自
恣

、

不
入
十
四
人

数
、

名
堕
不
如

。

」

と

あ
る。

こ

れ
は

十

誦
律
と

　
有
部
律
と

の

近
い

関
係
を

端
的
に

示

し

て

い

る
。

ま

た
、

善
見
律
で

は
、

　
「

退

堕
不
如
」

と
い

う
訳
語
が
見
ら
れ
る

。

詳
細
は

、

文
中
に
て

述
べ

る
。

8
　
大
正
二

十
三
・

六
三

〇
頁

下
を
参
照。

9
　
大
正

二

十
四
・

五

三

二

頁
下

−
五

三

三

頁
中
に
は
、

「

言
波
羅
市
迦
者

、

　
是
極
悪
義

。

犯
此

罪
者

、

極
可

悪
故

。

又

是

他
勝
義、

若
於
此

罪
纔
犯

之

　
時

、

被
他
浄
行
者
所
欺
勝
故

。

又

被
他
煩
悩
所
摧
勝
故

、

出
家

近
円
為
除
煩

　
悩

、

今
破
禁
戒

、

返
被
降

伏
。

言
不
応
共
住
者

、

謂
此

犯

人
、

法
食
両
事、

　
永
無
其
分

。

譬
如
死

屍
、

故
云

不

共
住

。

（
中
略）

又
波
羅
市
迦
者

、

被
非

　
法
軍
而
来

降
伏

、

法
王

之
子

受
敗
於
他

。

既

失
所
尊

、

故
名
他

勝
。

故
云

此

　
非
沙
門、

非
釈
迦
子

。

言

不
応
共
住
者、

於
現
世
中

顕
其
過
患

、

被
同

浄
行

　
所
駆
出
故、

於
余
学
処
明
失
利
用、

皆
同
此

。

」

と

あ
る

。

10
　
大
正
二

十
四
・

七
二

二

頁
上

中
を

参
照

。

11
　
大
正
二

十
二

・

二

三

七
頁
中
下
を

参
照

。

12
　
『

根

本
説
一

切
有
部
毘
奈
耶
頌
』

巻
二

（

大
正
二

十
四
・

六

二

〇

頁
下）

　
で

は
、

「

四

波
羅
市
迦
、

極
重
当
恭
敬

。

若
犯
一
一

法、

便
成

壊
芯
芻

。

側

『

摩
訶
僧
祗
律
』

に
お

け
る

「

四

波
羅

夷
」

の

解
釈
法
に

つ

い

て

（

胡）

　
初
十
二

年、

皎
如
秋
水
浄

。

此

時
無
有
疱

、

十
三

年
過
生

。

」

と

あ
る

よ

う

　
に

、

僧
団
波
羅
夷
罪
の

初
犯
は

十
三

年
目
か

ら
で

あ
る

こ

と

を

示
し

て

い

　
る

。

13
　
平
川
彰
『

二

百
五

十

戒
の

研

究
1

』

（

平
川

彰
著
作
集
第
一

四

巻
、

春
秋

　
社

、

一

九
九
三
）

一

四

二

頁
−
一

四
三

頁
、

ま

た
は
一

六
五

頁
を

参
照

。

14
　
平
川
前

掲
書

、

一

二

八

頁
を

参
照

。

〈

参
考
文

献
〉

平
川
彰
『

二

百
五

十
戒
の

研
究
1

』

　
一

九
九
三
）

（

平
川
彰
著
作
集
第
一

四

巻、

春
秋
社

、

〈

キ

ー
ワ

ー

ド
〉
　
大
衆
部、

『

摩
訶
僧
祗
律
』

、

四

波
羅
夷

、

上
座

部

律

　
　
　
　
（

早
稲
田

大
学
大

学
院
・

駒
澤
大
学
仏

教
経
済
研
究
所
研
究
員
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文

学
博
士
・

哲
学
博
士）
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